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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
内
閣
総
理
大
臣
公
邸
の
改
修
・
補
修
・
備
品
購
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
職
務
は
、
内
政
外
政
の
重
要
課
題
全
般
に
わ
た
り
昼
夜
を
問
わ
ず
対
応
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、

内
閣
総
理
大
臣
は
、
総
理
大
臣
官
邸
（
以
下
「
官
邸
」
と
い
う
。
）
に
隣
接
す
る
総
理
大
臣
公
邸
（
以
下
「
公
邸
」
と
い
う

。
）
に
居
住
し
、
必
要
な
場
合
に
、
即
時
に
執
務
を
行
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
公
邸
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な

内
閣
総
理
大
臣
の
多
忙
な
職
務
を
支
え
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
が
休
息
し
、
常
に
健
康
な
状
態
を
保
つ
快
適
か
つ
安
全
な

居
住
空
間
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
般
、
和
室
の
床
改
修
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
内
装
補
修
」
の
内
容
は
、
障
子
の
貼
替
、
室
内
の
壁
及
び
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
床
の
補
修
並
び
に
汚
損
の
あ
っ

た
台
所
天
板
交
換
で
あ
る
。
和
室
の
床
改
修
並
び
に
障
子
の
貼
替
並
び
に
室
内
の
壁
及
び
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
床
の
補
修
に
つ

い
て
は
、
一
つ
の
契
約
で
行
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
当
該
契
約
の

金
額
で
あ
れ
ば
、
約
百
四
十
九
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
台
所
天
板
交
換
に
係
る
支
出
額
は
、
約
六
十
九
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
経
年
劣
化
に
伴
う
内
装
補
修
」
は
、
ガ
ラ
ス
手
摺
交
換
、
木
製
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
電
動
ユ
ニ
ッ
ト
交
換

で
あ
り
、
そ
の
支
出
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
約
九
十
九
万
円
、
約
九
十
六
万
円
で
あ
る
。

一



一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
も
、
内
閣
総
理
大
臣
の
交
代
の
際
に
は
、
必
要
な
点
検
、
清
掃
等
を
行
う
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
の
入
居

に
伴
い
要
し
た
内
装
補
修
及
び
経
年
劣
化
に
伴
う
内
装
補
修
を
行
っ
て
い
た
。
安
倍
元
内
閣
総
理
大
臣
、
福
田
元
内
閣
総
理

大
臣
及
び
麻
生
前
内
閣
総
理
大
臣
が
公
邸
に
入
居
す
る
際
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
支
出
し
た
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
約
二
百
二

十
二
万
円
、
約
二
百
八
十
二
万
円
、
約
三
百
八
十
二
万
円
で
あ
る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
公
邸
に
入
居
す
る
ま
で

の
間
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
突
然
問
わ
れ
た
た
め
、
記
憶
が
曖
昧
な
ま
ま
発
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
日
の
午
後
、
改
め

て
内
閣
官
房
の
職
員
が
事
実
関
係
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
洗
濯
乾
燥
機
の
購
入
時
期
に
つ
い
て
は
、
鳩
山

内
閣
総
理
大
臣
が
公
邸
に
入
居
後
、
し
ば
ら
く
使
用
し
た
後
、
不
具
合
が
あ
り
、
買
い
換
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

記
者
に
対
し
御
指
摘
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
洗
濯
乾
燥
機
二
台
に
つ
い
て
は
、
麻
生
前
内
閣
総
理
大
臣
が
公
邸
に
入
居
し
て
い
た
と
き
か
ら
不
具
合
が
生
じ

二



て
い
た
た
め
、
修
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
公
邸
入
居
後
に
も
、
同
様
の
不
具
合
が
生
じ
た
た
め
修
理

を
行
っ
た
。
こ
の
間
、
洗
濯
乾
燥
機
二
台
の
う
ち
一
台
に
つ
い
て
は
計
三
回
、
他
の
一
台
に
つ
い
て
は
計
二
回
の
修
理
を
行

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
善
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
買
換
え
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
買
換
え
に
際
し
て
は
、

省
エ
ネ
性
能
の
高
い
機
種
で
あ
る
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
株
式
会
社
製
の
Ｎ
Ａ－

Ｖ
Ｒ
五
六
〇
〇
Ｌ
を
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
御
指
摘
の
型
式
の
洗
濯
乾
燥
機
が
公
邸
に
設
置
さ
れ
て
い
た
事
実
は
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
一
三
号
）
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
こ
と
が
事
実
で

あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

公
邸
内
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
居
住
部
分
に
関
し
て
は
、
居
住
者
以
外
の
者
が
視
察
を
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。

四
に
つ
い
て

内
閣
官
房
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
公
邸
や
官
邸
に
係
る
経
費
の
必
要
性
や
そ
の
額
の
適
正
性
を
精
査
す
る
と
と
も

三



に
、
電
力
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
効
率
化
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
可
能
な
限
り
経
費
の
節
減

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

四


